
 
 

一 

 
 
 

学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
及
び
簡

素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改

正
） 

第
一
条 

学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭

和
四
十
九
年
法
律
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
中
「
人
材
確
保
」
を
「
人
材
の
確
保
及
び
配
置
の
拡
充
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
に
な
う
」
を
「
担
う
」
に
改
め
、
「
給
与
」
の
下
に
「
及
び
配
置
」
を
加
え
、
「
す
ぐ
れ
た
」
を
「
優
れ
た
」

に
、
「
確
保
し
」
を
「
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
配
置
を
拡
充
し
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
優
遇
措
置
）
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
教
育
職
員
の
配
置
の
拡
充
） 

第
四
条 

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
少
人
数
の
児
童
又
は
生
徒
に
よ
る
学
級
の
編
制
、
複
数
の
教
育
職

員
の
協
力
に
よ
る
指
導
等
に
よ
り
、
き
め
細
か
な
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
十
分
な
人
数
の
配
置
を
確
保



 

二 

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
、
国
立
大
学
法
人
等
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
等
（
」
及
び
「
）
及
び
国
立
大
学
法
人
等
を
い
う
。
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項

中
「
独
立
行
政
法
人
等
」
を
「
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
、
「
（
国
立
大
学
法
人
等
に
あ
っ
て
は
、
国
立
大
学
法
人
法
）
」

を
削
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
六
条
第
三
項
を
削
る
。 

 
 

第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
、
独
立
行
政
法
人
及
び
国
立
大
学
法
人
等
」
を
「
及
び
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
る
。 

附 

則 



 
 

三 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

四 



 
 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す
る
た
め
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
十
分
な
人
数
の
配
置
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す

る
法
律
に
つ
い
て
、
公
立
学
校
の
教
職
員
数
の
純
減
を
定
め
た
規
定
の
削
除
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案

を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


